
※平成１５年以降に行われた市町村合併の状況である。
注：番号は合併期日順

地域自治組織

 　1)市町村合併の状況  （平成22年3月28日現在）

統一 ⑥　　現行どおり⑦　　複数段階 ⑤

地域自治区 ①　　地域審議会 ⑩　　設置せず ⑦

協議項目 事例数

合併方式 新設 ⑨　　編入 ⑨

議員身分特例 在任特例 ⑰　定数特例②

議員報酬
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前橋市

高崎市

桐生市

伊勢崎市
太田市

館林市

藤岡市

富岡市

安中市

富士見

みどり市

板倉町
明和町千代田町

大泉町

邑楽町

榛東村
吉岡町

（高崎市）

上野村

下仁田町

南牧村

甘楽町

東吾妻町

草津町

高山村

片品村

川場村

みなかみ町

昭和村

玉村町

神流町

H15.4.1合併

H16.12.5合併
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H17.1.1合併
H17.3.28合併

H17.6.13合併

H17.10.1合併

H18.1.1合併

H18.1.23合併

H18.3.18合併

H18.3.27合併

H18.3.27合併

H18.3.27合併

H18.10.1合併

H21.6.1合併

④ 沼田市
（沼田市、白沢村、利根村）

◆法定協設置 １５．８．２８
◆方式 編入合併
◆合併期日 １７．２．１３
◆在任特例 ２７か月
◆議員定数 ４８人→３０人以内

◆議員報酬 現行どおり
◆地域自治組織 地域自治区
◆人口 ５３，１７７人

◆面積 ４４３㎢
◆広域圏組合 継続

⑬ みどり市
（笠懸町、大間々町、東村）

◆法定協設置 １６．２．２３
◆方式 新設合併
◆合併期日 １８．３．２７
◆在任特例 １３ か月
◆議員定数 ４６人→ ２２人
◆議員報酬 現行どおり
◆地域自治組織 設置せず
◆人口 ５２，１１５人

◆面積 ２０８㎢
◆広域圏組合 解散

⑥ 桐生市
（桐生市、新里村、黒保根村）

◆法定協設置 １６．２．１
◆方式 編入合併
◆合併期日 １７．６．１３
◆在任特例 ２３か月
◆議員定数 ５６人→ ３１人

（桐生２６，新里４，黒保１）
◆議員報酬 ３段階
◆地域自治組織 地域審議会

◆人口 １２８，０３７人
◆面積 ２７５㎢

◆広域圏組合 みどり市合併時に
解散

⑤ 太田市
（太田市、尾島町、新田町、藪塚本

町）
◆法定協設置 １５．１２．２５
◆方式 新設合併
◆合併期日 １７．３．２８
◆在任特例 ２４か月
◆議員定数 ７４人→ ３８人
◆議員報酬 ２段階
◆地域自治組織 設置せず

◆人口 ２１３，２９９人
◆面積 １７６㎢
◆広域圏組合 継続

③ 伊勢崎市
（伊勢崎市、赤堀町、東村、境町）

◆法定協設置 １５．８．２８
◆方式 新設合併
◆合併期日 １７．１．１
◆在任特例 １６か月
◆議員定数 ８４人→３４人
◆議員報酬 統一
◆地域自治組織 設置せず
◆人口 ２０２，４４７人

◆面積 １３９㎢

◆広域圏組合 解散

② 前橋市
（前橋市、大胡町、宮城村、粕川

村）
◆法定協設置 １５．４．１７
◆方式 編入合併
◆合併期日 １６．１２．５
◆在任特例 ３か月
◆議員定数 ８５人→４６人

（前３６，大５、粕３、宮２）
◆議員報酬 ２段階
◆地域自治組織 地域審議会
◆人口 ３１８，５８４人
◆面積 ２４１㎢
◆広域圏組合 解散

⑯ 前橋市
（前橋市、富士見村）
◆法定協設置 ２０．１．１５
◆方式 編入合併
◆合併期日 ２１．５．５

◆在任特例 なし
◆議員定数 ４６人→４９人

（前４６，富３）

◆議員報酬 統一

◆地域自治組織 地域審議会
◆人口 ３４０，９０４人
◆面積 ３１２㎢

◆広域圏組合 前回合併時解散

⑧ 藤岡市
（藤岡市、鬼石町）

◆法定協設置 １６．７．２１
◆方式 編入合併
◆合併期日 １８．１．１
◆在任特例 １６か月
◆議員定数 ３５人→３０人以内
◆議員報酬 現行どおり
◆地域自治組織 地域審議会
◆人口 ６９，２８８人

◆面積 １８０㎢
◆広域圏組合 継続

① 神流町
（万場町、中里村）

◆法定協設置 １３．１２．３
◆方式 新設合併
◆合併期日 １５．４．１
◆地域審議会 設置せず
◆在任特例 ２３か月
◆議員定数 ２１人→１２人

◆議員報酬 万場町に統一

◆地域自治組織 設置せず
◆人口 ２，７５７人
◆面積 １１５㎢

◆広域圏組合 継続

⑪ 安中市
（安中市、松井田町）
◆法定協設置 １６．１０．１
◆方式 新設合併
◆合併期日 １８．３．１８
◆在任特例 １３か月

◆議員定数 ３８人→２８人

◆議員報酬 ２段階
◆地域自治組織 設置せず
◆人口 ６３，１７９人

◆面積 ２７６㎢

◆広域圏組合 継続

⑨ 高崎市
（高崎市､倉渕村､箕郷町､ 群馬町、
新町）
◆法定協設置 １６．９．２４（箕）

◆法定協設置 １６．９．３０
◆方式 編入合併
◆合併期日 １８．１．２３

◆在任特例 １５か月

◆議員定数 ９８人→４３人
（高３２，群５，箕３，新２，倉１）

◆議員報酬 現行どおり

◆地域自治組織 地域審議会

◆人口 ３１８，１７６人
◆面積 ３０７㎢
◆広域圏組合 継続

⑮ 高崎市
（高崎市､榛名町）

◆法定協設置 １８．２．８
◆方式 編入合併
◆合併期日 １８．１０．１
◆在任特例 ７か月

◆議員定数 ６３人→４６人

(高32，倉1，群5，箕3，新2，榛3)
◆議員報酬 現行どおり
◆地域自治組織 地域審議会
◆人口 ３３９，９３２人
◆面積 ４０１㎢
◆広域圏組合 継続

⑰ 高崎市
(高崎市､吉井町）
◆法定協設置 ２０．７．２
◆方式 編入合併

◆合併期日 ２１．６．１
◆在任特例 ２２か月
◆議員定数 ４６人→４１人

（高３８，吉３）

◆議員報酬 現行どおり
◆地域自治組織 地域審議会
◆人口 ３６４，９１９人
◆面積 ４５９㎢
◆広域圏組合 継続

⑭ 東吾妻町
（吾妻町、東村）
◆法定協設置 １７．３．８
◆方式 新設合併

◆合併期日 １８．３．２７

◆在任特例 １３か月
◆議員定数 ２６人→２０人

◆議員報酬 現行どおり
◆地域自治組織 地域審議会
◆人口 １６，８４７人

◆面積 ２５４㎢
◆広域圏組合 継続

⑩ 渋川市
（渋川市、北橘村、赤城村、子持

村、小野上村、伊香保町）
◆法定協設置 １６．９．１
◆方式 新設合併
◆合併期日 １８．２．２０
◆在任特例 １２か月
◆議員定数 ９２人→３０人
◆議員報酬 現行どおり
◆地域自治組織 地域審議会

◆人口 ８７，４６９人

◆面積 ２４０㎢
◆広域圏組合 継続

⑦ みなかみ町
（月夜野町、水上町、新治村）

◆法定協設置 １６．６．１８
◆方式 新設合併
◆合併期日 １７．１０．１
◆在任特例 ７か月
◆議員定数 ４６人→２３人

（月夜野１０，新治７，水上６）

◆議員報酬 月夜野に統一
◆地域自治組織 設置せず
◆人口 ２３，３１０人

◆面積 ７８１㎢
◆広域圏組合 継続

中之条町

18

H22.3.28合併

H21.5.5合併

（桐生市）

10
渋川市

H18.2.20合併

４

H17.2.13合併沼田市

⑱ 中之条町
（中之条町、六合村）

◆法定協設置 ２１．８．２７
◆方式 編入合併
◆合併期日 ２２．３．２８
◆在任特例 １４か月
◆議員定数 ２６人→１８人
◆議員報酬 現行どおり
◆地域自治組織 設置せず
◆人口 19，398人

◆面積 439㎢

◆広域圏組合 継続

９

⑫ 富岡市
（富岡市、妙義町）

◆法定協設置 １６．８．１
◆方式 新設合併
◆合併期日 １８．３．２７
◆在任特例 １３か月

◆議員定数 ３５人→２４人
◆議員報酬 富岡市に統一
◆地域自治組織 地域審議会

◆人口 ５３，７６５人
◆面積 １２３㎢
◆広域圏組合 継続

嬬恋村 長野原町
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